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７月１３日早朝、神居１条１１丁目の舗装道路上でヒグマが目撃されま

した。 

市街地への出没を受け、このヒグマを危険個体として捕獲するため、付

近の河川敷に箱わなを設置します。 

箱わなはヒグマの通り道となりそうな場所に設置し，エサでヒグマを引

き寄せることになるめ、付近はヒグマとの遭遇の可能性が高く非常に危険

です。また、箱わな自体も作動した場合には，とても強い力で扉が閉ま

り、接触した場合には大けがにつながるおそれがあります。 

箱わな設置場所周辺には立入禁止の看板を設置して注意喚起していると

ころですが、貴機関からも周辺に立入らないよう報道をお願いします。 

１ 箱わな設置に伴う立入禁止区域 

（１）神楽７条７丁目～１０丁目 外国樹種見本林及び美瑛川右岸河川敷 

（２）神居１条１５丁目～１６丁目 美瑛川左岸河川敷 

２ 期間 

箱罠を撤去するまで、当面の期間 

撤去した際には、改めてお知らせします。 

 

なお、これまで痕跡が発見された次の河川敷についても、ヒグマとの遭

遇のおそれがあるため、引き続き市民に立ち入らないようお知らせ願いま

す。 

・近文大橋から平成大橋まで（美瑛川、両岸） 

・平成大橋から雨紛大橋まで（美瑛川、神楽岡側） 

・近文大橋から旭西橋まで（石狩川、両岸） 

・旭川大橋からツインハープ橋まで（忠別川、両岸） 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

報道（取材）に当

たってのお願い 

現場で取材等を行う際には、立入禁止区域への立入はもとより、接

近しすぎたり、ヘリコプターを使用して大きな音を立てるなどの刺激

を与えると、他の場所へ移動したり、興奮したヒグマが思わぬ被害を

及ぼす場合がありますので、その点のご配慮をお願いします。 

備  考 
 

 

 


